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近年，都市河川では地域の特性を反映した伝統的な水辺の再生が積極的に行われている．伝統的な水辺

空間の再生にあたり，その水辺空間が存在していた時代において都市空間を踏まえどのように利用されて

いたかという実態とその中に存在していた秩序を把握する必要がある．そこで本研究では公的利用と民間

利用が多層的に行われていた江戸の河岸を対象として，河岸を都市間物流の拠点との位置関係，都市内交

通の利便性，街道との位置関係との関係性の強弱によって評価した．また，江戸後期に刊行された地図類

や文献から水辺空間の利用形態を抽出し，都市空間での位置づけを把握した．その結果，水辺空間の利用

形態が河岸の立地特性と関連し，水辺空間における秩序が存在していたことを明らかにした．
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１．はじめに

(1)背景と目的 

従来の日本の水辺空間は完全な公的空間であり，公的

主体による整備が行われてきた．それによって水辺空間

は均質的になりやすいという課題を抱えていた．そのよ

うな課題に対し近年，地域の伝統的な水辺空間の再生の

取り組みが盛んとなりつつある．伝統的な水辺空間はそ

の地域の特性を活かしたものであり，都市の魅力をより

高めうる．しかしながら，伝統的な水辺にはその当時の

都市空間を反映した秩序が存在していたと考えられ，都

市空間が変容した現代において伝統的な水辺空間を再生

する際にはこの秩序を把握することが空間の再生におけ

る一助となると考えられる．そこで本研究では，民衆に

よる文化が発達し，絵図として当時の伝統的な水辺空間

が描かれるとともに多様な主体による水辺空間の利用が

活発であった時代である江戸後期の江戸の河岸を対象と

して，水辺空間の利用実態を分析し，掘割運河が張り巡

らされた水都・江戸の水辺空間の秩序を把握することを

目的とした．		

(2)研究の位置づけ 

伝統的な水辺空間を対象として絵図類を分析資料とし

た既往研究としては，橋本ら1)が江戸の河岸の空間デザ

インとそれらを規定する要因を，堀ら2)は江戸と大坂に

おける橋詰のデザインを規定する要因を抽出した．

また，阿部ら3)は近代測量図計測に基づき定量的分析を

行い，江戸の町割について地区によって異なった要素を

重視して，都市空間を設計していたことを提示した．河

川空間における民間利用の変遷を扱った研究としては，

並川ら4)は隅田川流域における料亭の立地とその土地利

用変遷を把握した．	

本研究はデザイン規範や設計理念の研究が行われてき

た江戸の伝統的な水辺空間を対象として，デザインされ

た水辺空間がどのように利用されていたか実態を分析し，

水辺空間の構成とその利用における秩序を明らかにする

点に特徴がある．	

２．研究の枠組みと対象

(1)研究の枠組み

本研究は江戸における水辺空間の利用実態，そこに存

在する秩序を明らかにすることを目的としている． 江

戸は掘割運河が張り巡らされ，舟運が発達した水都であ 

った．その中で人流・物流の軸を担う舟運の拠点が物資の

荷揚げと旅客の乗降を行った河岸である．このことを踏ま

えて，江戸の水辺空間の秩序を把握する必要がある．本研

究では以下の２つの観点を踏まえ、調査を行った．

a) 河岸の立地特性

河岸が立地する場所・その土地の利便性は土地利用主体に

とって立地する際に得られる利益の判断基準であると考え

られる．



	

江戸に広く存在した河岸の立地特性は，河岸が複数の
役割を担うことからその役割にとっての利便性を評価す
ることで抽出できるといえる．利用主体によって求める
利便性は異なり，それによって占用する土地の選択は異
なっていたと考えられることから，秩序の把握にあたり
河岸の立地する土地の性質を把握する必要がある。
b) 土地利用形態

水辺空間の秩序を構成していたものとして，河岸にど

のような主体が立地していたかということを知る必要が

ある．立地する主体の業種や属性を把握し，実際の土地

利用と利用されている河岸の立地特性と結びつけること

で秩序が明らかになると言える．そのため，分析対象の

河岸を含む地域に立地する施設，店舗の位置と業種の

分布を地理的に把握する必要がある．

以上のように，江戸の水辺空間において支配的であっ

た舟運，およびその周囲の土地を占用する主体がどの

ような利便性を求め立地していたかを把握することは秩

序の解明において重要である．本稿では河岸の立地特性

の抽出，利用実態の把握，その結果から規定する河岸

における土地利用形態，実際の都市空間における利用

実態から確認できる江戸の水辺空間における秩序の順

に論じていく． 

(2)分析対象 

河岸は管理主体が民間であり利用者層も民間主体が主

となるのに対し管理主体が公的主体である河岸は「物

揚場」と呼ばれる．管理主体の違いによって水辺の利用

形態に差異が生じると考えられるため，資料5)	6)から確

認されている江戸の水辺に存在した河岸と物揚場を分析

対象とした． 

　土地利用の実態の地理的把握にあたり，分析対象であ

る河岸と物揚場が立地した地域の当時の都市空間を捉え

ることができる地図を用いる．

　本研究では大衆文化が発達した江戸後期の水辺を対象

とするため，収集する資料は江戸後期に発刊されたもの

に限定した．ここでは地区によっては広範囲に存在してい

た同一の河岸の立地特性評価により精度を与えるために江

戸の都市設計の枠組みであり一町の長さが規定されてい

る町割を基準として河岸を分割して取り扱う．

対象とする地図は1849年に刊行された『江戸切絵図』8)

で，町割，大名屋敷，武家地，町人地，寺社の配置が記

述されており，当時の土地利用が把握できることから選定

し，そのうち河岸と物揚場が立地する10の地域の切絵図を

対象とした（図-1）．		

３．河岸の立地特性 

河岸は物資の荷揚げ・旅客の乗降を担う交通拠点で

あったが，同時に荷揚げした物資をその場で売買する市

場としての役割も有していた．したがって，河岸の立地

特性を評価するにあたり，物資輸送・旅客輸送と他の交

通へのアクセス・市場としての機能の利便性が重要であ 

ったと考えられる．	

まず物資輸送において，江戸は江戸後期に人口が増加

し，最大の消費都市となり他の都市から運び込まれた大

量の物資を消費していたことから都市間輸送が主要で

あった．しかし江戸期は，防衛の観点から幕府は大型船

の停泊を隅田川河口と東京湾の合流点である江戸湊のみ

に認めており，各地から江戸に運び込まれる物資は江戸

湊で大型廻船から廻船附船と呼ばれる小型船に移し替え

られ，掘割運河を通り江戸中心部に輸送されていた．そ

のため，江戸湊からの距離が近いほど都市間輸送の利便

性は高くなるとして立地特性の尺度に設定した．	

旅客輸送において，江戸の舟運では河川を渡る渡し舟だ

けでなく，遊興や往来のための屋形舟や屋根舟などが航

行し，都市内舟運が成立していた．そのため，より多い

旅客・物資を一度に都市内河川での輸送を行う積載量の

大きい舟が航行できるよう水深が深いほど都市内舟運の

利便性が高いとして立地特性の尺度とした．	

他の交通へのアクセスにおいて，江戸では舟運の他に発

達していた交通は馬や駕籠，徒歩で人々は陸路を利用し

た．また参勤交代をきっかけに全国各地と江戸を結ぶ五

街道が整備されていた．したがって，河岸から目的地に

向かう際の他の交通へのアクセスにおいて当時の陸路の

軸である街道から近いほど利便性が高いとして立地特性

の尺度とした．市場機能においても，その場所が人々が

図-1 研究対象地区（原図7)に著者加筆） 

図-1 研究対象地区	



表-1 河岸の立地特性分類 

(1) 日本橋北地区の河岸分類 (2) 芝愛宕地区の河岸分類

(3) 下谷地区の河岸分類 (4) 芝高輪地区の河岸分類

都市間輸送

都市内舟運

中心性 高 中 低 高 中 低 高 中 低 高 中 低 高 中 低 高 中 低 高 中 低 高 中 低 高 中 低

分類 ― A B C D E F G H ― I J K L M ― O P Q R S T U V W ― X

中 高 中

高

高 中 低

中

高 低

低

低



(5) 日本橋南地区の河岸分類

(7) 深川地区の河岸分類

(6) 浅草御蔵前地区の河岸分類

(9) 駿河台小川町地区の河岸分類

(8) 本所地区の河岸分類



行き交い集客力が高いことが要求されていたことから街
道筋が重要であったと考えられる． 
以上より，河岸の立地特性を都市間輸送の利便性，都市
内舟運の利便性，街道の利便性と定め評価基準を以下の
ように規定した． 

(1)都市間輸送の利便性 

都市間輸送の利便性は江戸湊へのアクセスの高さに

よって評価できることから江戸湊から日本橋と京橋に囲

まれる地域，および小名木川以南の地域に立地する河岸

を都市間輸送の利便性「高」，京橋以南から汐留川まで

の地域，および神田川，竪川に立地する河岸を都市間輸

送の利便性「中」，汐留橋以南，神田橋以西，浅草・今

戸箕輪浅草地区，竪川以北に立地する河岸を都市間輸送

の利便性「低」として三段階で評価した．	

(2)都市内舟運の利便性 

都市内輸送の利便性は河川・掘割運河の水深によっ

て評価できる．しかし当時の掘割運河や河川の水深の記

録は確認できないため，川幅が広い時に水深も深くなる

と考え，隅田川・東京湾に面する土地を都市内舟運の利

便性「高」，自然河川，および江戸湊から神田橋までを

結ぶ掘割運河を都市内舟運の利便性「中」，その他の掘

割運河を都市内舟運の利便性「低」とした．

(3)街道の利便性 

街道の利便性は街道への距離によって評価できる．し

たがって，街道に面する，あるいは河岸の立地する町の

うち別の一町が街道に面しているものを街道の利便性

「高」，切絵図において河岸が立地する地域内に街道が

存在する河岸を街道の利便性「中」，街道が存在しない
河岸を街道の利便性「低」として評価した． 

以上(1)～(3)の河岸の立地特性の評価段階を踏まえ（表 
-1），町割別の河岸ブロックをプロットした（図-2）．

４．土地利用実態の把握 

　分析資料をもとに得られた，河岸が立地する地域にお

ける土地利用の実態を分析する．

(1)民間主体の分類 

　本研究では民間主体である商業店舗による河岸の土地

利用を把握するため，江戸に立地した商業店舗の業種，

居所を記した文献として『江戸買物独案内』9)および

『江戸名物酒飯手引草』10)を対象とし，『江戸名物酒飯

手引草』からは懐石料理屋のみを抽出した．幅広い種類

の飲食店の記載がみられる資料から懐石料理屋のみを抽

出した理由については，懐石料理を提供する料理屋が他

の飲食店より格が高いものであり絵図においては水辺の

眺望を楽しむ場所として扱われており，それらの立地特

性を把握することで水辺を楽しむ遊興の場の立地の特質

を考察できると考えたためである．

『江戸買物独案内』は江戸への来訪者向けに刊行された

ガイドブックであり，商店の情報として屋号，業種，居

所が記述されている．業種ごとの立地特性を把握するた

めに，まず日本標準産業分類小分類11)を分類基準として当

時の商店の業種を分類した．江戸期における問屋は現在

の卸売業と異なり，商品を販売業者に売るだけでなく消

費者への販売も行っていたが，舟運が当時の物流におい

てどのような位置づけになっていたかを捉えるために商

品の仕入れを行っていた問屋を卸売業として分類した．

加工販売を店舗で行う細工所や菓子所は日本標準産業分

類に従い小売業とし，眺望を楽しむ目的があったと考え

られる料理屋を除くサ ービス業・医療福祉産業は水辺に

関与しないものであるためサービス業として独自分類を

行った．

　また本研究では水辺の土地利用形態を把握することを

目的としているため，舟運に関与する廻船問屋，船具問

屋を独立した業種として扱うこととした（表-2）．江戸

期には床見世として現在の屋台にあたる仮設店舗が広小

路や橋詰広場に存在していたことが明らかとなってお

り，店舗の業種や居所の記録が確認できない床見世の立

地を絵図より確認するため，江戸の名所を描写した絵図

として『名所江戸百景』12)	を分析対象とした．また，名

所絵図を研究対象とすることで，当時の人々が名所とし

て捉えていた眺望において水辺に対する視点の置き方が

把握できると考えた．

(10) 今戸箕輪浅草地区の河岸分類

図-2 河岸ブロック別立地特性分類 



表-2 店舗分類 

(2)河岸の土地利用形態

河岸に面する土地の土地利用実態を各河岸ブロックご

とに調査した．資料から商店や施設の業種，居所を把

握し間口長を考慮しないため，各河岸ブロックを１と

定義し占用する主体総数で割ることで，河岸立地特性

分類ごとに各主体における河岸ブロック数を集計し

た．その結果から，各立地特性の河岸において土地利

用の実態が明らかなブロックのうち最も多い土地利

用を分析した（図-3）．なお土地利用の実態が不

明なものは分類されている主体による利用が行われて

いた可能性を有する為，各立地特性における最も多

い占用主体の判定から除外している．次に，集計

 図-3 河岸の立地特性別の最多土地利用 

 図-4 河岸の立地特性別の土地利用実態 

 図-5 河岸の土地利用形態分類



図-5 公的主体の土地利用実態 

街道の利便性「低」の立地特性に寺社の立地が確認で

きた．また，小規模な卸売業，小売業，料理屋の店

舗集積がみられ，これは寺社の門前町の形成による

ものである．街道の利便性が低いが，都市内舟運の

利便性が高く舟によるアクセスを考慮していたと考え

られる．このような土地利用形態を「郊外型」と規

定した．

f)別荘型

　都市間輸送の利便性「低」・都市内舟運の利便性

「低」～「中」・街道の利便性「低」の立地特性に

別荘として利用されていたと考えられる大名屋敷・

武家地の集積が確認できた．

都市間輸送や舟運・物流においては利便性が低い一方

で、郊外であり眺望が優れている立地でそれを享受

できる環境として利用されていたと考えられる。こ

のような土地利用形態を「別荘型」と規定した．

g)繁華型 

　民間主体の土地利用実態において，都市間輸送の利

便性「高」・都市内舟運の利便性「低」～「中」・

街道の利便性「高」の立地特性に繁華性が高く，人

流拠点に立地していたと考えられる床店の集積が確

認できた．

また，卸売業・料理屋の立地も多く，小売業の集積が

きわめて多い．都市間輸送の利便性によって物流が

円滑であることだけでなく，街道の利便性が高く人

流拠点であることを重視した主体が立地していたと

考えられる．特に小売業は集客を目的とした土地利用

のため，人流拠点である街道において店舗集積した．

このような土地利用形態を「繁華型」と規定した． 

以上，土地利用の実態から河岸の立地特性によって土

地利用の主体別の特徴が把握でき，その分析結果か

ら土地利用形態を抽出することができた．

５．江戸における河岸の利用実態と考察 

　抽出した土地利用形態を実際の都市空間の土地利用

実態から確認する．土地利用実態を切絵図にプロッ

トし，空間としての土地利用を各地域ごとに把握し

た． 

(1)日本橋北地区 

　日本橋北地区の土地利用を絵地図上にプロットした

（図-6）．日本橋北地区は南に江戸湊が位置し，都市

間輸送の利便性が高い地区である．また，地区の西

側に隅田川が流れており都市内舟運の利便性にも優

れている．特に隅田川に面する河岸は物揚場として利

した各立地特性における土地利用の実態とその該当河岸ブ
ロック数を円の面積として表現した（図-4）．これらの分
析結果から，以下のような7つに分類される土地利用形態
が把握できた（図-5）．
a)蔵屋敷型

　公的主体の土地利用実態において，都市間輸送の利便性

「高」・都市内舟運の利便性「中」～「高」・街道の利便

性「中」の立地特性での大名屋敷が立地している．特に中

屋敷・下屋敷の立地が都市間輸送の利便性「高」・都市内

舟運の利便性「高」に多く確認できる．このような河岸の

立地特性では江戸湊へのアクセスがしやすく，他の都市か

らの物資輸送が円滑に行うことができる．したがって，大

名屋敷は舟運の利便性が高い土地を選好したと考えられ

る．このような大名屋敷にみられる土地利用形態を，諸藩

の年貢米や農産物を江戸に輸送し保管するための蔵を有し

ていた大名屋敷の呼称である「蔵屋敷」から，「蔵屋敷

型」と規定した． 

b)倉庫型 

　公的主体の土地利用実態において，都市間輸送の利

便性「中」～「高」・街道の利便性「低」の立地特性で少

数存在していた幕府の倉庫である米蔵や舟蔵，竹蔵のうち

の多数が立地している．これらの倉庫は一度外部から輸送

してから保管することが目的のため，都市内舟運の利便性

における特徴はみられない．また，倉庫として広い土地を

占用するために街道の利便性が低い場所の土地利用を選択

したと考えられる．このような立地特性における土地利用

形態を「倉庫型」と規定した． 

c)民間物流型 

 民間主体の土地利用実態において，都市間輸送の利便性

「高」・都市内舟運の利便性「高」・街道の利便性

「中」の立地特性の土地に廻船問屋，船具問屋が集積して

いることが確認できた．これらの業種は舟運に直接関与す

る業種であることから舟運の利便性が高い場所にすべて立

地している．このような立地特性の河岸にみられる土地利

用形態を「民間物流型」と規定した． 

d)店舗集積型 

 民間主体の土地利用実態において，都市間輸送の利便性

「高」・街道の利便性「中」の立地特性に卸売業，小売業

が集積している．都市内舟運の利便性はいずれのレベルに

おいても集積がみられ，土地利用選択において考慮されて

いなかったと考えられる．また，街道の利便性は高くな

く，集客よりも物流の利便性を重視した立地を把握でき

た．このような土地利用形態を「店舗集積型」と規定し

た． 

e)郊外型 

 民間主体の土地利用実態において，都市間輸送の利便性

「低」～「中」・都市内舟運の利便性「中」「高」・



 図-6 日本橋北地区の土地利用（原図 13)に著者加筆） 

用され大名屋敷が集積し，「蔵屋敷型」の土地利用形態

が成立していることが確認できる．日本橋北地区におけ

る隅田川に面する江戸湊に近い土地は大名屋敷がほぼ独

占的に占用しており，当時の幕府権力が強い立場であっ

たことが把握できる．

一つの河岸ブロックは面する主体である一つの大名屋

敷が占用する状態であったため，限られた隅田川に面す

る土地により多くの大名屋敷が蔵屋敷として物揚場を利

用できるようにする目的から立地する大名屋敷は短辺が

河岸に面していたと考えられ，大名屋敷同士での河岸利

用の譲り合いが生じていたといえる． 

　一方，江戸湊からつながる都市内舟運の拠点であった

掘割運河に面する河岸は廻船問屋が独占し，「民間物流

型」の土地利用形態が成立している．当時の民間物流の

拠点であった廻船問屋は幕府権力が舟運の利便性に長け

た土地を独占している状況下でも，都市間輸送の利便性

が高い土地を独占できる立場であったと考えられ，水都

である江戸において交通の中心であった舟運を担う主体

が民間主体の中で強い立場だったといえる．舟運の利便

性が高い土地を独占できる主体であったが，その中でよ

り多くの店舗が河岸を利用できるよう町割の長辺に面す

る形で河岸を整備したことが地区の南にあたる小網町周

辺で確認できる． 

卸売業は枝分かれした細い掘割運河沿いに集積してお

り，他都市から商品を江戸に運び入れ販売していた状況

から都市内舟運の利便性において大量輸送が困難である

ために他の主体が立地しなかった都市間輸送の利便性が

高い土地にも立地し「店舗集積型」の土地利用形態を形

成したと考えられる．卸売業は地区の南に位置する日本

橋から伸びる街道筋に面する土地に多く集積しているこ

とが確認できる．これは当時の卸売業が現在の小売業の

業務も担う営業形態であったことから，集客しやすい人 

図-  7　日本橋南地区の土地利用（原図  14)に著者加筆） 

流拠点である街道筋も立地にあたり重視していたためだ

といえる．また，都市間輸送の利便性を重視していたと

考えられる卸売業の立地での河岸が面する町割の辺は長

辺である一方で街道筋に近い土地の河岸が面する町割の

辺は短辺であり，街道筋に近接する土地の町割設計は街

道を優先して取り扱っていたといえる．そして，卸売業

は重視するものが物流と人流のどちらであるかによって

立地する土地を選択していたと考えられる． 

　また，地区内の街道筋と河岸が交差する場所では

料理屋・小売業・床店の立地がみられ，名所として賑

わいの描写が多く，人流拠点である街道と河岸に着目し

た「繁華型」の土地利用形態が確認できる．地区の北東

に位置する街道と河岸が交差する人流拠点は隅田川に面

し都市間輸送の利便性が高いが，河川の合流点である角

地に河岸を設けることができないことから床店や料理

屋，小売業が立地しやすくなっていたとも考えられる． 

(2)日本橋南地区 

日本橋南地区の土地利用を絵地図上にプロットした（図 

-7）．日本橋南地区は地区の北東に隅田川と江戸湊

が立地し都市間輸送の利便性が高い地区である．日本橋

北地区と同様に隅田川と江戸湊に面する地区の東側が大

名屋敷が独占し「蔵屋敷型」の土地利用形態が成立して

いることが確認できる． 

しかしながら，江戸湊と隅田川の合流点に面する土地に

整備された河岸には卸売業が多く集積し，「店舗集積

型」の土地利用形態がみられる．掘割運河であり大量輸

送は行えないが，都市間輸送の利便性が非常に高いた

め，立地を選択する主体が多くなり競合が発生していた



と考えられる．また，日本橋北地区と同様に都市間輸送

の利便性が高い河岸に面する町割の辺は長辺であり，

卸売業・小売業が店舗立地にあたり競合する中でも多

くの店舗が河岸に立地できるように考慮していたとい

える．日本橋，京橋と街道筋が交差する土地では料理

屋・小売業の立地が目立ち「繁華型」の土地利用形態が

みられる．日本橋南地区は東海道を軸として東海道側

に短辺が向く町割が形成されたが，「繁華型」の立地

特性の土地は町割の長辺に面している．町割の短辺が

街道に面し，長辺が河岸に面する人流拠点において

「繁華型」が発達したといえる． 

　地区の南東に立地し，海に面する大名屋敷は物揚場

を設けていない．これは当時の江戸湾が浅く大型船が

接岸できる地形ではないため，物資を運び入れにくい

ことから蔵屋敷としての機能を設けなかったものだと

考えられる． 

(3)芝愛宕地区 

　芝愛宕地区の土地利用を絵地図上にプロットした

（図-8）．芝愛宕地区は江戸湊の南に位置する．江戸

湾に面する土地は河岸や物揚場が設けられておらず，

大名屋敷が立地している．現在の浜離宮である濱御殿

は将軍家の下屋敷として別荘利用が行われており，眺望

を楽しむため汐入庭園がつくられた．

　日本橋南地区の南に立地していた大名屋敷と同様に舟

運機能の利用は考慮せず，別荘としての機能を持ってい

たと考えられる．

また，芝愛宕地区の江戸湾に面する大名屋敷はいずれも

長辺が水辺に面しており，広い敷地を有していることか

らも土地利用主体による競合が発生しない立地特性であ

 図-8 芝愛宕地区の土地利用（原図 15)に著者加筆） 

 図-9 芝高輪地区の土地利用（原図  16)に著者加筆） 

ったといえる．地区の北に存在する汐留橋と街道筋が

交差する人流拠点では，小規模だが「繁華型」の土地

利用形態が確認できる．地区の南側に立地する河岸に

は多くの寺社が面しており，街道筋に面する町に門前

町が形成されている「郊外型」の土地利用形態が把握

できる．また，脇往還である街道筋に面して卸売業・

小売業の店舗集積が見られ，芝愛宕地区では街道筋が

重視されていたと考えられる． 

(4)芝高輪地区 

　芝高輪地区の土地利用を絵地図上にプロットした

（図-9）．芝高輪地区は江戸湊から南に下り離れた地

区であり，品川宿に近い土地である．地区の北側の河

岸はいずれも大名屋敷に面しており，民間主体の利用

がみられない．これは江戸湊から離れ都市間輸送の利

便性が低く，物流を重視する主体が立地しないためだ

と考えられる．また，街道筋は海沿いに通っており名

所としての海景が存在していたことがわかる．しか

し，品川宿に程近いため，日本橋南地区と異なり街道

筋の店舗立地も確認できない． 



 図-10 下谷地区の土地利用（原図17)に著者加筆）

地区の南西に多く下屋敷が立地しているが，物揚場や
河岸は設けられておらず，芝愛宕地区の大名屋敷と同
様に別荘としての利用がされていたためだと考えられ
る．

(5)下谷地区 

　下谷地区の土地利用を絵地図上にプロットした

（図-10）．下谷地区は地区の南に神田川が流れ，河岸

が設けられている．しかしながら，河岸に面する土地

利用実態が不明な箇所が多く，2か所の河岸が下屋敷

に面していることが確認できる．土地利用の実態が不

明な河岸は町割の長辺が面しており，河岸に面する通

りを主要な通りとしていたと考えられる． 

また下谷地区は北側に寛永寺が立地し，街道筋から寛

永寺までの道が主要な通りとして門前町が発達してい

たといえる．特に下谷広小路は床店・料理屋・小売業

の立地が多く，名所としての眺望が存在していたこと

が確認できる．下谷広小路は火災の際の延焼や被害拡

大を防ぐために設けられた幅員の広い通りであるた

め，建物の建築が制限されていた．その結果，仮設店

舗である床店が発達したともいえる． 

 図-11 駿河台小川町地区の土地利用（原図 18)に著者加筆） 

(6)駿河台小川町地区 

駿河台小川町地区の土地利用を絵地図上にプロットした

（図-11）．駿河台小川町地区は下谷地区から神田川沿い

西側の土地である．物揚場が水辺に多く立地し， 「蔵屋

敷型」の土地利用形態を形成していることが把握でき

る．また，立地特性として都市内舟運の利便性

「中」・都市間輸送の利便性「低」であり，「蔵屋敷

型」における立地競合発生しにくいため河岸に面する辺

は長辺が多くなったと考えられる． 地区内の町人地に

面する河岸の近辺では小売業・卸売業が集積しており，

居住する武家に対する商店立地が起こったと推定され

る． 

(7)浅草御蔵前地区 

浅草御蔵前地区の土地利用を絵地図上にプロットし

た（図-12）．浅草御蔵前地区は隅田川上流であり，

江戸湊から離れ都市間輸送の利便性は高くないが都市内

舟運の利便性が高い地区である．隅田川に面する土地が

舟蔵として「倉庫型」の土地利用形態を示していること

が把握できる． 

南側に隅田川に面する角地が存在し，河岸の存在が確認 

できるが日本橋北地区にみられた料理屋や小売業の立地



は確認できない．一方で，街道筋と河岸が交差する人流拠

点では「繁華型」の土地利用形態がみられる．また，街

道筋の北側は河岸の傍を通り，小売業・料理屋の立地が

確認できる．町割は河岸と街道筋の両方に長辺を向け

るものが多く，浅草御蔵前地区では，舟蔵が河川に面する

土地を占用しており街道筋を重視する傾向があったと考

えられる． 

(8)今戸箕輪浅草地区 

　今戸箕輪浅草地区の土地利用を絵地図上にプロットし

た（図-13）．今戸箕輪浅草地区は浅草御蔵前地区よ

り更に北の地区であり，都市間輸送の利便性は低い．地

区内の南から北にかけて街道がのびており，浅草寺の門

前町が形成されていることが確認できる．隅田川に面す

る土地に河岸が設けられているが，都市間輸送の利便性

が低いことから民間主体による活発な土地利用はみられ

ない．浅草御蔵前地区と同様に町割は河岸と街道筋のど

ちらにも長辺が面しているが，浅草寺への参道の役目も

果たしていた街道筋を重視した土地利用が行われていた

と考えられる．

一方で，河岸がない地区の北側の隅田川沿いの土地には

図-14 駿河台小川町地区の土地利用（原図 18)に著者加筆）

 図-12 浅草御蔵前地区の土地利用（原図 19)に著者加筆） 

図-14 地区の土地利用（原図 18)に著者加筆）

図-14 深川地区の土地利用（原図 21)に著者加筆） 

図-13 今戸箕輪浅草地区の土地利用（原図 20)に著者加筆） 

料理屋が立地しており，名所として眺望が捉えられて
いたことがわかる．この土地利用は「郊外型」であ
り，眺望を楽しむ場としての料理屋の立地傾向が存在
していたといえる．

(9)深川地区 

　深川地区の土地利用を絵地図上にプロットした

（図-14）．深川地区は隅田川の左岸に面する土地で

あり，南に江戸湊が位置し都市間輸送の利便性が高

い．隅田川に面する土地に竹蔵が立地し，掘割運河沿

いに木置き場が立地する「倉庫型」の土地利用形態が

都市間輸送の利便性「高」の土地に成立していること

が確認できる．地区内には掘割運河が多く通ってお

り，面する土地に下屋敷が多く立地し「蔵屋敷型」を

形成している．

　しかし，深川地区に立地する下屋敷は敷地面積が

日本橋北地区の「蔵屋敷型」よりも広く，河岸の立地

特性が都市間輸送の利便性のみに特化していること

から日本橋北地区の「蔵屋敷型」よりも更に倉庫とし

ての機能が強い存在であったと考えられる． 

また，河岸に面した土地での民間主体の利用がきわめ

て少なく，深川地区は公的利用がほとんどを占めてい

る．これは集客の必要がある民間主体に街道や都市内

舟運の利便性が低い深川地区の河岸は選択されなかっ

たためだといえる． 

(10)本所地区 

　本所地区の土地利用を絵地図上にプロットした

（図-15）．本所地区は深川地区の北に位置し，西に

隅田川が流れる土地である．隅田川に面する土地の4

分の1を幕府の米蔵が占め，残りの隅田川に面する土地

も下屋敷が多くを占用している．したがって，本所地

区では都市内舟運の利便性が高く江戸湊につながる都

市間輸送の利便性が地区内で最も高い土地を幕府権力

が独占し「倉庫型」の土地利用形態を形成していた．



また，地区内の北から南に流れる掘割運河に面して

下屋敷が立地しており，河岸に対して長辺を向く傾向

が確認できる．よって，この地区の下屋敷の立地は競

合が発生しない状況であったと考えられる．一方，

地区の西側には料理屋が集積して立地しており，名所

としての眺望の存在から「郊外型」「別荘型」の土地

利用形態が確認できる．周囲には寺社が立地し，都市

内舟運の利便性は「中」であることから舟運によって

人が訪れることを考慮し，立地形態が発達したといえ

る． 

６．結論

以上，江戸の河岸の立地特性をふまえ河岸の土地利用

実態を分析した結果として，本研究では以下のことを

明らかにした． 

・江戸の河岸の立地特性は都市間輸送の利便性，都市

内舟運の利便性，街道の利便性によって規定されてい

たといえる．

・河岸の土地利用形態は主体が要求する立地特性に

よって民間物流型，店舗集積型，繁華型，郊外型，蔵

屋敷型，倉庫型に分類される．

・河岸の土地利用主体は都市間輸送を重要とし，特に

舟運の利便性が高い土地は公的主体である幕府・大名

が占用していた．その中で，立地特性が特に優れた土

地では一つの主体が占用する河岸を細分し，より多く

の利用が出来るように大名屋敷間での河岸の譲り合い

が存在していた．

・街道の利便性が高い河岸は民間主体のうち都市内舟

運を必要としない卸売業・小売業が集積し街道筋に面

して立地するために競合していた．街道の利便性，都

市内舟運の利便性の高い河岸は交通結節点となり人流

の多さから繁華型の土地利用形態が卓越した．

　本研究では河岸の土地利用が多様でありながら立地

特性に応じた形態を持ち，主体間での競合や譲り合い

を持ちながら秩序を形成していたことが明らかにし

た． 

しかし，土地利用を把握できた商店は外来者向けのも

図-15 本所地区の土地利用（原図22)に著者加筆）
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13) 前掲書 7) 日本橋北神田浜町絵図

14) 前掲書 7) 築地八丁堀日本橋南絵図

15) 前掲書 7) 芝愛宕下絵図

16) 前掲書 7) 芝高輪辺絵図

17) 前掲書 7) 下谷絵図

18) 前掲書 7) 駿河台小川町絵図
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21) 前掲書 7) 深川絵図
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のであり，江戸に立地した施設，商店を把握しき

れておらず土地利用が不明な点が存在するため，

より土地利用の実態を網羅し江戸の水辺における

秩序を捉えることが展望として挙げられる． 
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